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尼崎市の人事行政の運営等の状況の公表について  

 

 １ 任免及び当該職員の数に関する状況                  

 

⑴ 職員数（令和６年４月１日現在職員数及び前年４月１日からの増減数） 

（単位：人、下段（）内は令和５年４月１日からの増減数） 

※ 職員数には、臨時的任用職員の一部を含み、会計年度任用職員等を含んでいない。 

※ 主任にあっては平成21年度から、課長補佐及び作業主任にあっては平成26年度から、新たな登用を廃止している。 
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⑵ 職員の任免 

 

令和５年４月１日～令和６年３月31日 

※ 死亡退職は、普通退職に含む。 

 

⑶ 役職別昇任者数 

 
令和５年４月１日～令和６年３月31日  

 

86人 35人 51人 78人 0人 3人 1人 0人 0人 0人 0人 4人

64人 45人 19人 63人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人

8人 7人 1人 7人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人

57人 23人 34人 57人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

定 年 退 職 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

普 通 退 職 57人 23人 34人 57人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

希 望 退 職 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

役 職 降 任

退 職 者 数

内

訳

議

会

事

務

局

監

査

事

務

局

公

平

委

員

会

事

務

局

新 規 採 用

役 職 昇 任

農

業

委

員

会

事

務

局

全

職

員

数

男

性

職

員

数

女

性

職

員

数

公

営

企

業

局

市

長

事

務

部

局

消

防

局

教

育

委

員

会

事

務

局

選

挙

管

理

委

員

会

事

務

局

3人 3人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

5人 2人 3人 5人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

11人 7人 4人 11人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

42人 30人 12人 41人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人

3人 3人 0人 3人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

64人 45人 19人 63人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人合 計

課 長 級

課 長 補 佐

係 長 級

   作　 業　 長　 等

部 長 級

選

挙

管

理

委

員

会

事

務

局

監

査

事

務

局

公

平

委

員

会

事

務

局

議

会

事

務

局

全

職

員

数

男

性

職

員

数

女

性

職

員

数

公

営

企

業

局

局 長 級

農

業

委

員

会

事

務

局

市

長

事

務

部

局

消

防

局

教

育

委

員

会

事

務

局



3 

 ２ 任用に係る競争試験及び選考に関する状況               
 
⑴ 採用試験の実施状況（令和５年度） 

（単位：人） 

試験区分 職種 募集人数 学歴等 申込者 受験者 
１次 

合格者 

最終 

合格者 

事務（新卒） 

事務 

10人程度 大学卒 403 343 260 18 

事務（既卒） 25人程度 大学卒 394 339 206 28 

事務（経験者採用） ５人程度 大学卒 52 47 36 3 

事務（福祉） 25人程度 大学卒 98 86 77 20 

事務（心理） 10人程度 大学卒 
無資格者 11 8 8 4 

有資格者 23 0 （免除） 5 

事務（福祉）ＳＶ ５人程度 大学卒 0 0 0 0 

事務（心理）ＳＶ ５人程度 大学卒 1 1 - 1 

土木 土木 ５人程度 

大学卒 
無資格者 9 9 9 2 

有資格者 3 0 （免除） 0 

短大卒 
無資格者 1 1 1 1 

有資格者 0 0 （免除） 0 

高校既卒 
無資格者 0 0 0 0 

有資格者 2 0 （免除） 2 

建築 建築 若干名 

大学卒 
無資格者 15 14 12 2 

有資格者 8 0 （免除） 1 

短大卒 
無資格者 1 1 1 1 

有資格者 2 0 （免除） 1 

高校既卒 
無資格者 1 1 1 0 

有資格者 0 0 （免除） 0 

電気 電気 若干名 

大学卒 
無資格者 10 10 7 1 

有資格者 1 0 （免除） 0 

短大卒 
無資格者 1 1 0 0 

有資格者 0 0 （免除） 0 

高校既卒 
無資格者 1 1 1 0 

有資格者 0 0 （免除） 0 

造園 造園 若干名 

大学卒 
無資格者 6 6 6 2 

有資格者 0 0 （免除） 0 

短大卒 
無資格者 0 0 0 0 

有資格者 0 0 （免除） 0 

高校既卒 
無資格者 0 0 0 0 

有資格者 0 0 （免除） 0 

環境・衛生 環境・衛生 若干名 大学卒 
無資格者 11 11 11 1 

有資格者 4 4 （免除） 1 

事務（高校卒） 事務 ５人程度 高校新卒 27 27 25 5 

土木（高校卒） 土木 ５人程度 高校新卒 3 3 3 0 

事務（障害者） 事務 ３人程度 高校卒以上 40 36 28 2 

保健師 保健師 15人程度 － 89 80 75 14 

保育士（保育所） 保育士 10人程度 － 86 78 71 16 

保育士 

（相談支援業務） 
保育士 若干名 － 27 26 17 2 

消防吏員（大学卒） 消防吏員 ６人程度 大学卒 100 70 22 6 

消防吏員（高校卒） 消防吏員 ６人程度 高校卒 31 25 18 6 

大学卒 学芸員 若干名 大学卒 403 343 260 18 

※ 事務（心理）、土木、建築、電気、造園、環境・衛生の試験区分のうち、指定する資格・免許を有する者は、１次試験を免除 

※ 令和２年度実施採用試験から、申込書における性別欄を削除 
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⑵ 採用試験の実施状況（令和５年度追加募集等） 

（単位：人） 

試験区分 職種 募集人数 学歴等 申込者 受験者 
１次 

合格者 

最終 

合格者 

事務（福祉） 事務 10人程度 大学卒 28 21 - 10 

土木 土木 ５人程度 

大学卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

短大卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

高校卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

建築 建築 ５人程度 

大学卒 
無資格者 3 3 - 1 

有資格者 1 1 - 1 

短大卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

高校卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

電気 電気 若干名 

大学卒 
無資格者 1 0 - 0 

有資格者 1 1 - 0 

短大卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

高校卒 
無資格者 0 0 - 0 

有資格者 0 0 - 0 

保健師 保健師 ３人程度 － 12 11 - 5 

管理栄養士 管理栄養士 若干名 － 35 28 - 1 

事務 

(ICT専門員) 
事務 １人 － 2 2 - 1 

 

⑶ 採用試験の方法 

試験区分 試験科目 日程 

事務（新卒） 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団面接 令和５年８月15日～18日 

３次試験 集団討論・個人面接 令和５年10月11日、13日、17日、18日 

事務（既卒） 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

事務（経験者採用） 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

３次試験 プレゼンテーション試験 令和５年10月12日 

事務（福祉） 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

事務（心理） 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

土木、造園 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

建築、電気 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

環境・衛生 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

事務（高校卒） 

土木（高校卒） 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年９月４日～９月18日 

２次試験 個人面接 令和５年10月10日、16日、19日 
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事務（障害者） 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年９月４日～９月18日 

２次試験 個人面接・小論文 令和５年10月10日、16日、19日 

保健師 
１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 集団討論・個人面接 令和５年８月２日～18日 

保育士 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 
実技試験（ピアノ（曲演奏及び弾き語り）、表

現（子どもとの遊び））・個人面接 
令和５年８月10日～15日 

保育士 

（相談支援業務） 

１次試験 適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年６月21日～７月10日 

２次試験 小論文・個人面接 令和５年８月14日 

消防吏員 

（大学卒） 

１次試験 教養試験（択一式）、体力・体格検査 令和５年７月９日 

２次試験 

適性検査（能力検査・性格検査）・論文（記述

式） 
令和５年８月５日 

個人面接 令和５年８月21日 

消防吏員 

（高校卒） 

１次試験 

教養試験（択一式）、体力・体格検査 令和５年９月17日 

適正検査（能力検査・性格検査）・作文（記述

式） 
令和５年10月21日 

２次試験 個人面接 令和５年11月7日 

※ 土木、建築、造園、環境・衛生の試験区分のうち、指定する資格・免許を有する者は、１次試験を免除 

 

（追加募集等） 

試験区分 試験科目 日程 

事務（福祉） 

１次試験 

適性検査（能力検査、性格検査） 令和５年11月29日～12月10日 

建築、電気 

集団討論・個人面接 令和５年12月15日、16日、18日、19日 
管理栄養士 

※ 土木、事務（福祉）ＳＶ及び事務（心理）ＳＶについては、募集するも申込みなし 
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⑷ 市立幼稚園・高等学校に係る園長（校長）及び教頭候補者選考試験の結果  

（単位：人） 

職種 対象者 受験者 
昇任 

候補者 
昇任者 

男性 

（内数） 

女性 

（内数） 

園長 0 0 0 0 0 0 

教頭（幼稚園） 0 0 0 0 0 0 

校長 1 1 1 1 1 1 

教頭（高等学校） 1 1 1 0 0 0 

 

⑸ 市立幼稚園・高等学校に係る園長（校長）及び教頭候補者選考試験の方法  

教職員 

（市費） 

幼稚園園長及び教頭候補者選考試験 
論文・専門試験 （実施無し） 

面接 （実施無し） 

高等学校校長及び教頭候補者選考試験 
論文・専門試験 令和５年９月９日 

面接 令和５年12月11日 

 

⑹ 消防局における昇任試験の結果  

（単位：人） 

職種 対象者 受験者 最終合格者 男性（内数） 女性（内数） 

消防士長 69 67 11 10 1 

消防司令補 98 46 11 11 0 

消防司令（係長級） 130 36 3 3 0 

 

⑺ 消防局における昇任試験の方法  

職種 試験区分 試験科目 日程 

消防士長 
１次試験 

小論文、一般法規、消防関係法規

・実務、消防技術 
令和５年10月21日 

２次試験 面接、実科 令和５年11月21日 

消防司令補 
１次試験 

小論文、一般法規、消防関係法規

・実務、消防技術 
令和５年10月22日 

２次試験 面接、実科 令和５年11月22日 

消防司令（係長級） 
１次試験 

小論文、一般法規、消防関係法規

・実務、消防技術 
令和５年11月23日 

２次試験 面接、実科 令和６年１月16日 
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 ３ 人事評価に関する状況                        

 

⑴ 人事評価の目的 

  職員が職務を通じて発揮した能力や業績を的確に把握することによって能力開発に役立てるとともに、発揮した能力

や業績を承認し、また、昇給・勤勉手当といった処遇（学校に勤務する教育職員は、勤勉手当のみ）へ反映することで

職員のモチベーションの向上につなげ、さらにやりがいをもって職務に取り組み、その持てる力を最大限に引き出させ

ることによって、市民生活・市民満足度の向上を図ることを目的としている。 

  また、評価結果を「昇任・昇格」に際した評価資料として活用するとともに、その評価に応じて、今後の育成を視野

に入れた中で、適材適所の人事異動を行うほか、勤務実績が良好でない職員やその上司等に対する、よりきめ細やかな

支援を行うなかで人材育成につなげている。 

 

⑵ 全職員の人事評価 

① 実施内容 

局長 勤務実績評価 

部長・課長 勤務実績評価、職務行動評価 

課長補佐以下 勤務成績評定 

 

② 評価の概要 

職務行動評価 
評価期間内において日々観察された職務行動に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力

及び意欲・態度を、「人材育成面談」を通じて評価する。 

勤務実績評価 
職員がその職務を遂行するに当たり年度当初に設定した目標に対する業績を、具体的実施内容（プロセス）

に基づき、「人材育成面談」を通じて評価する。 

勤務成績評定 

職員がその職務を遂行するに当たり年度当初に設定した目標に対する業績や、目標達成に向けた具体的実

施内容（プロセス）及び、評価期間内において日々観察された職務行動に基づき、職員がその職務を遂行

するに当たり発揮した能力及び意欲・態度を、「人材育成面談」を通じて評価する。 
 

③ 評価対象期間 

職務行動評価・勤務成績評定 11月１日から翌年10月31日まで 

勤務実績評価 ４月１日から翌年３月31日まで 

 

⑶ その他 

  評価の客観性・公平性を高めるため、評価相談申出に対する処理の仕組みを整備し、評価に関する職員の不満等の申

出に対応する。 
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 ４ 勤務時間、休業その他勤務条件に関する状況              

 

⑴ 一般的な勤務時間 

１週間の勤務時間 38時間45分（要勤務日は月曜日から金曜日まで） 

１日の勤務時間 ７時間45分（８時45分から17時30分まで。12時から13時までは休憩時間） 

 

⑵ 各種休暇制度等の概要 

（令和６年４月１日現在） 

休暇制度 日数 給与支給 

年次休暇 半日単位・時間単位での取得も可能 20日以内 有給 

公療休暇 公務災害・通勤災害による傷病の治療を目的とした休暇 必要と認められる期間 有給 

私療休暇 私傷病の治療専念を目的とした休暇 90日以内 有給 

妊娠者の通勤緩

和休暇 

通勤時の混雑状況回避の必要から、妊娠者に対して付与される部

分的な休暇 

必要と認められる時間（１日１時

間の範囲内） 
有給 

通院休暇 
妊娠中及び出産後１年未満の職員が保健指導・健康診査を受ける

場合に与えられる休暇 
必要と認められる期間 有給 

産前休暇 出産前の休養による母体保護を目的とした休暇 
出産予定日の前８週間（多胎妊娠

の場合は前14週） 
有給 

産後休暇 出産後の休養による母体保護を目的とした休暇 出産日等の後８週間 有給 

流産休暇 流産した職員の母体保護を目的とした休暇 流産の日から２週間以内 有給 

出産補助休暇 
職員の妻の出産に際し、入退院の介助や事務手続等を行うために

必要な最小限度の時間を付与する休暇 
２日以内 有給 

男性職員の育児

のための休暇 

配偶者の出産に当たって、夫が小学校就学前の子供の育児をする

ことを目的とした休暇 

出産予定日の８週間前から子が

１歳に達する日までの期間のう

ち５日 

有給 

育児時間 
生後１年未満の子の育児のために必要な時間を確保することを

目的とした休暇 
子が１歳に達するまでの期間 有給 

子の看護等の子

育てのための休

暇 

12 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子の看

護、感染症の予防による学校等の臨時休業への対応や学校行事等

への参加を行うことを目的とした休暇 

５日（対象となる子が２人以上な

ら10日）以内 
有給 

短期の介護休暇 
２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護

（又は通院の付添い等の世話）することを目的とした休暇 

５日（対象となる要介護者が２人

以上なら10日）以内 
有給 

生理休暇 
生理現象により身体に影響が生じることを考慮し、休養させるこ

とを目的とした休暇 
必要と認められる期間 

３日以内 

は有給 

夏季休暇 
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のために付与する休暇 
６日以内 有給 

特別休暇（以下の事由に該当する理由により、やむを得ないと認められる場合に認められる休暇） 

有給 
 

地震・水害・火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤

ができない場合 
必要と認められる期間 

地震・水害・火災その他の災害により、住居が滅失・損壊した場

合等の復旧作業に従事する場合等 
事実発生から１週間 

証人･鑑定人･参考人等として国会、裁判所等に出頭する場合 必要と認められる時間 

選挙権その他の公民権を行使する場合 必要と認められる期間 

骨髄液の提供希望者(ドナー)として、検査･入院が必要な場合 必要と認められる期間 

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認

められる場合 

１年度につき５日（体外受精及び

顕微授精の場合にあっては、10

日） 

厚生その他能率増進に関する計画実施への参加 必要と認められる期間 

自発的に無報酬でボランティア活動を行う場合 １年度につき５日 

勤続期間が20年に達した職員が、公務能率の向上を目的として、

自己の心身の活力の維持及び増進若しくは能力の向上又は職務

への意欲の喚起のために行う活動 

連続する５日間の年次休暇又は

夏季休暇に引き続く連続する５

日の範囲内 

結婚休暇 結婚後の新生活を始める準備期間等を考慮した休暇 結婚の日を含んで７日 有給 



9 

忌引休暇 親族の死亡に伴う休暇 
物故者の親等数により付与（最高

７日） 
有給 

介護休暇 ２週間以上にわたり家族の介護を必要とする場合 

一の要介護状態ごとに３回以下

かつ合計６月以下の範囲内で指

定した期間内における必要と認

める期間 

無給 

介護時間 ２週間以上にわたり家族の介護を必要とする場合 ３年（１日最長２時間） 無給 

組合休暇 組合役員が組織の機関運営に参加する必要がある場合 １年度につき30日以内 無給 

育児休業 育児に専念することを目的として、一定期間、休業する制度 子が３歳に達するまで 無給 

育児短時間 

勤務 

育児を目的として、一定期間、短時間勤務をする制度 

（週19時間 25分、19時間 35分、23時間15分、24時間35分

勤務のいずれかを選択） 
子が小学校就学の始期に達する

まで 

勤務時間

に応じる 

部分休業 
育児を目的として、一定期間、部分的に休業（１日２時間以内）

する制度 
無給 

自己啓発等休業 
職員が自発的に職務を離れて大学等における修学や国際貢献活

動を行うための制度 

大学等過程の履修…２年 

国際貢献活動…３年を超えない

範囲 

無給 

配偶者同行休業 
配偶者の外国での勤務等に伴い、外国に滞在する配偶者と生活を

共にするための制度 
３年を超えない範囲 無給 

修学部分休業 

職員が自発的に職務を離れて大学等における修学を行うために

１日を通じて２時間を超えない範囲で、30分を単位として、勤務

しないことを承認する制度 

２年（大学等における修学の成果

をあげるために特に必要な場合

は、３年）を超えない範囲 

無給 

高齢者部分休業 
55 歳に達した定年前職員からの申請に基づき、公務の運営に支

障がないと判断される場合に承認 

55 歳に達した日以後の日で申請

時に示した日から各職員の定年

退職日まで。１日最長２時間 

無給 

 

⑶ 年次休暇・介護休暇・育児休業・部分休業の取得状況（令和５年度） 

① 年次休暇の取得状況 

付与日数 平均取得日数 平均消化率 

20日 15.6日 78.2％ 

 

② 介護休暇の取得者数 

期間 １月以下 １月－２月以下 ２月－３月以下 ３月－４月以下 ４月－５月以下 ５月超 計 

男性 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

女性 0人 0人 1人 1人 0人 0人 2人 

 

③ 育児休業の取得者数 

期間 ６月以下 ６月－12月以下 12月－18月以下 18月－24月以下 24月超 計 

男性 42人 11人 2人 1人 2人 58人 

女性 1人 29人 10人 7人 18人 65人 

 

④ 部分休業の取得者数 

期間 12月以下 12月－24月以下 24月－36月以下 36月－48月以下 48月超 計 

男性 4人 1人 0人 0人 0人 5人 

女性 17人 13人 2人 9人 31人 72人 

※ ①～④は、再任用短時間勤務職員・臨時的任用職員・会計年度任用職員等を除く全職員の合計 

※ ①は、年度途中で育児休業、休職及び採用になった者を除く。②及び③は、年度中に新たに休業等になった者の延べ数 
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 ５ 分限処分及び懲戒処分並びに服務に関する状況             

 

⑴ 分限処分の件数（令和５年度） 

 

市
長
事
務
部
局 

消
防
局 

教
育
委
員
会
事
務
局 

（
学
校
を
含
む
） 

議
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会 

事
務
局 

監
査
事
務
局 

公
平
委
員
会
事
務
局 

農
業
委
員
会
事
務
局 

公
営
企
業
局 計 

免職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

休職 22 0 8 0 0 0 0 0 5 35 

降任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

⑵ 懲戒処分の件数（令和５年度） 

  

市
長
事
務
部
局 

消
防
局 

教
育
委
員
会
事
務
局 

（
学
校
を
含
む
） 

議
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会 

事
務
局 

監
査
事
務
局 

公
平
委
員
会
事
務
局 

農
業
委
員
会
事
務
局 

公
営
企
業
局 

計 

懲
戒
処
分 

免職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

停職 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

減給 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

戒告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

措
置 

訓戒 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

文書厳重注意 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

口頭厳重注意 9 0 4 0 0 0 0 0 0 13 

 

⑶ 服務規律の遵守・意識向上に向けて  

  本市では、服務違反を未然に防止するために、尼崎市コンプライアンス推進委員会（総務局長を委員長とし、各部局企画管理

担当課長等を委員とする全庁的な組織）を設置し、以下の取組を実施する中で、服務規律の遵守・意識向上に努めている。 

 ・各職場での研修等に活用される「コンプライアンスの手引き（職員必携）」の作成・改訂の実施 

 ・毎年度１回以上コンプライアンス推進週間とそのテーマを設定し、全職場でミーティングや事務改善等を実施 

＜ コンプライアンス推進週間のテーマ ＞ 

  期  間 テ  ー  マ 

第１回 H27.1.16 ～ H27.2.20 パワーハラスメント防止について 

第２回 H27.9.24 ～ H27.10.23 個人情報の取扱について 

第３回 H28.11.24 ～ H28.12.22 統一テーマによる人権問題職場研修 

第４回 H29.12.21 ～ H30.1.26 パワーハラスメントについて 

第５回 H30.11.19 ～ H31.1.31 セクシャルハラスメントについて 

第６回 R2.1.23 ～ R2.2.28 パワーハラスメントについて 

第７回 R2.12.23 ～ R2.2.26 

選択制（パワーハラスメント／セクシャルハラスメント／妊娠、出産、育児又は介護に関

するハラスメント／女性／子ども／障害を理由とする差別／部落差別（同和問題）／国籍

にとらわれない人権の尊重／性的マイノリティ／交通法規の遵守／公務内外での非行（公

租公課滞納、汚職等）／リスク管理・危機対応） 

第８回 R4.2.21 ～ R4.3.31 
令和４年２月に改訂した「コンプライアンスの手引き（職員必携）」について所属内で周

知するとともに、手引き内の不祥事防止チェックリストを用いた職場ミーティングを実施 

第９回 R4.11.14 ～ R4.12.16 

令和４年６月21日に発生したＵＳＢメモリー紛失事案を踏まえて「個人給付事業に係る

一連の業務フローで生じるリスクとは何か」をテーマに、課長級以上を対象としたリスク

アセスメント能力向上研修を実施 

第10回 R6.2.21 ～ R6.3.12 令和６年４月１日付で内部統制基本方針を改正することに伴い、「令和4年度に発生した
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情報セキュリティ・契約事務に係るミス一覧表」の内容を共有するとともに、「①自分の

所属で同様のミスが発生する可能性がないか」、「②もし同様のミスが発生した場合、ど

う対応すべきか」について職場ミーティングを実施 

 

 ６ 退職管理に関する状況                        

 

 職務の公正な執行等を目的として、元職員による現職職員への働き掛けの禁止等が地方公務員法第38条の２等の規定で

定められている。本市では、退職した職員の再就職情報の届出や公表について定めた「尼崎市職員の退職管理に関する条

例」を制定し、再就職についての透明性・信頼性を確保するために、課長級以上職員の再就職状況について公表するなど、

退職管理の適正確保に努めている。 

 

○ 課長級以上職員の再就職状況（令和５年度）                 （単位：人） 

  

市
長
事
務
部
局 

消
防
局 

教
育
委
員
会
事
務
局 

（
学
校
を
含
む
） 

議
会
事
務
局 

選
挙
管
理
委
員
会 

事
務
局 

監
査
事
務
局 

公
平
委
員
会
事
務
局 

農
業
委
員
会
事
務
局 

公
営
企
業
局 計 

公益社団法人 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

株 式 会 社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

他 自 治 体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

※ 課長級以上の職に就いたことのある元職員で、営利企業等に再就職した者を対象として人数を記載している。 

 

 

  



12 

 ７ 研修に関する状況                          

 

 地方公共団体を民主的かつ能率的に運営するうえで、職員の育成は重要な課題であり、その勤務能率の発揮及び増進の

ために、研修を受ける機会を与えなければならないと地方公務員法第39条の規定で定められている。 

 また、同条第３項の規定において、地方公共団体は研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に

関する基本的な方針を定めるものとされており、本市においては、研修に関する基本的な方針を含んだ人材マネジメント

全般のガイドとして策定した「はたらきガイド」に沿って職員の研修を行っている。 

 

○「はたらきガイド」（研修該当部分の抜粋）  

第４章 能力開発 

１ 能力開発体系 

１ 若手職員は集中的に育成します。 

２ 中堅・ベテラン職員は継続的に育成します。 

３ 役職者は段階的に育成します。 

【説明】 

 

２ Ｏff－ＪＴを充実します 

 ⑴ 人事管理部研修 

 

 人事管理部研修は、階層別に行われる必修の基礎研修（職員基礎研修及び役職者基礎研修）を中心に実施します。 

基礎研修では、職務の階層ごとに求められる役割を果たすために、必要な能力や知識を養います。 

 また、基礎研修以外にも、指導力を養う研修や、職域や職種ごとの専門性を高める研修、人権研修などを実施します。 

 特に、人権研修については、職員は人権啓発オピニオンリーダーとしての立場を担っていることから、様々な機会を捉え

て実施し、人権意識の高揚を図っていきます。 

１ 若手職員は集中的に育成します。（１～２級） 

若手職員は、社会人・公務員としてのマナー・規律や業務遂行に必要な基礎知識を集中的に学びます。 

２ 中堅・ベテラン職員は継続的に育成します。（３級～主任等） 

 中堅・ベテラン職員は、各業務分野における業務遂行力の維持・向上を図るため、新しい知識や技術を継続的に学び

ます。 

 若手職員の指導や後継者の育成のため、知識や技術を継承する役割を担います。 

３ 役職者は段階的に育成します。（４級～） 

役職者として必要な能力を、一般職員の段階から養成します。 

役職者としての役割を果たすことができるように、昇任管理と連携した段階的な育成を行います。 

 Ｏff－ＪＴ（off the job training）は職場外訓練といわれ、職場や仕事を離れて行う研修等により、業務遂行上必要な

知識や技術を体系的に習得させるものです。 

 研修制度を再構築し、Ｏff－ＪＴの充実を図ります。 

 

① 職層に応じた必要な能力を養える研修体系の構築 

  職層ごとの果たすべき役割と必要な能力を自覚するとともに、その能力を養えるように、職層に応 

じた研修を行います。 

② 昇任・昇格との連携 

  昇任・昇格後に育成期間を設け、それぞれの役割に応じた研修を行うなど、段階的に育成を行います。 

③ 職場研修の推進 

  人事管理部研修のほか、技術力向上等のための職場研修を推進します。 

人事管理部研修で、階層ごとに求められる役割を果たすために必要な能力や基礎知識を養います。 
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 ⑵ 職場研修 

 

各職場（局、部、課及び係等の単位）で職域や職種ごとの研修を実施し、業務遂行に必要な専門的な知識や技術を高め

ます。 

また、人権意識や公務員倫理については、全ての職員に求められることから、人事管理部研修だけではなく各職場にお

いても実施します。 

人事管理部人材育成担当は、これらの取り組みの実施にあたって、効果的・効率的な運営を実現するため、経費負担や

部署間の調整等の支援を行います。 

○職場研修計画に基づく研修経費の負担 

○会場や講師の手配など研修運営の支援 

○全職場で統一的に取り組むべき課題についての研修の推進 

 

【職場研修のメニュー】 

名  称 実 施 内 容 

専門研修 職域や職種ごとの特性に応じて、業務遂行に必要な専門知識・技術を高めていく。 

人権問題 

研修 

「尼崎市人権文化いきづくまちづくり計画」を踏まえ、女性・子ども・高齢者・障害のある人等あらゆ

る人権問題を総括的に促え、その課題解決に向けて、継続的に問題意識を喚起する。 

倫理研修 
倫理啓発冊子等を活用し、適正な事務処理の徹底を図るとともに市民に信頼される全体の奉仕者とし

て、公務員倫理のより一層の向上を図る。 

接遇研修 
「職員は市民のためにいる」ということを再認識し、市民の立場に立った行政サービスを提供し、市民

に信頼される職員を目指す。 

行政課題 

研修 

環境管理、事務事業評価、改革・改善等の研修を実施し、職員共通の認識を持つ。 

  

 

 ⑶ 自主研修（自己啓発） 

職員の自己啓発を支援します。 

 

ＯＪＴ（on the job training：職場内訓練）やＯff－ＪＴの効果を高めるためには、職員一人ひとりの自ら学ぶ姿勢

が大切です。 

そのため、自己研鑽にチャレンジしている職員に対して「尼崎市自主研修グループ支援要綱」等に基づき支援を行いま

す。 

 

【主な支援内容】 

・ 自主研修グループに対する講師の派遣や研究図書の提供（経費負担） 

・ 夜間開設の社会人向け大学院入学等希望者に対する推薦選抜への推薦（関西学院大学大学院司法研究科など） 

・ 研究成果発表の機会の提供 

・ 地域活動やNPO活動等に関する相談（営利企業の従事制限の許可） 

・ 自己啓発等休業や修学部分休業の導入（平成31年4月1日～） 

 

また、職員厚生会が「資格取得助成事業」を実施しています。 

職場研修で、各業務分野での専門知識・技術を高めます。 
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 ８ 福祉及び利益の保護に関する状況                   

 

 地方公務員の福利厚生制度は、地方公務員法第42条及び第43条に、その実施について規定されている。地方公務員の

給与や勤務時間等、基本的な勤務条件以外の部分においても、職員の生活の安定、向上を図り、もって職員が安心して公

務に専念できることを目的とした制度である。 

 福利厚生制度は、法律により使用者にその実施を義務付けている共済制度や職員の公務災害補償等の法定福利厚生制度

と、使用者が法律の制約を受けずに実施できる互助会制度等の法定外福利厚生制度がある。 

 本市では、共済制度については兵庫県市町村職員共済組合に加入し、法定外福利厚生制度は「尼崎市職員の厚生制度に

関する条例」に基づき「一般財団法人尼崎市職員厚生会」が実施している。 

 

⑴ 共済組合 

  兵庫県市町村職員共済組合に加入している（詳細は右記ホームページ参照  http://www.h-kyosai.or.jp/ ）。 

 

⑵ 一般財団法人尼崎市職員厚生会（令和６年４月１日現在）  

  主な事業として、助成事業、元気回復事業、結婚等祝金や在会給付金等の給付事業、保険事業等を行っている。 

  職員厚生会の事業は、会員掛金と事業主負担金及び保険事業等からの手数料収入等で運営されている（会員掛金は給料月額

×6.6÷1,000、事業主負担金は給料月額×2.4÷1,000）。ただし、給付事業については、会員掛金のみで運営している。 

 ① 助成事業 

  ・事業主負担金を含んでいる事業 

助成事業 

・認定サークル助成 

・自主的レクリエーショングループ助成 

・職場レクリエーション事業助成 

・ボランティア活動費助成 

 ② 元気回復事業 

  ・事業主負担金を含んでいる事業 

健康維持事業 

・人間ドック等受診料助成 

・インフルエンザ予防接種料助成 

・がん検診受診料助成 

・麻しん風疹予防接種料助成 

リフレッシュ事業 

・福利厚生代行会社が運営する会員制クラブに入会し、提供されるサービスの利用 

・会員の健康増進を図れる事業の実施 

・家族で楽しめるレジャー施設への補助 

・文化・教養を充実させる事業の実施 

 ③ その他の事業 

  ・事業主負担金を含んでいる事業 

資格取得助成事業 ・職務に関連のある資格や免許取得のための助成 

ライフプラン事業 

・資金セミナーの実施 

・退職準備型セミナーの実施 

・退職直前型セミナーの実施 

・健康セミナーの実施 

・個別相談 

 

  

http://www.h-kyosai.or.jp/
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 ④ 給付事業 

   ・会員掛金のみで実施している事業 

特別弔慰金 会員が死亡したとき  25万円 

壮健給付金 
会員が60歳の年度の末日まで在会したとき 

 会員期間（10年以上～20年未満）２万５千円、（20年以上）５万円 

退会給付金 
会員が60歳の年度の末日までに退会したとき 

 会員期間（10年以上～20年未満）２万５千円、（20年以上）５万円 

結婚等祝金 会員が結婚等したとき  会員期間１年以上 ５万円、 会員期間１年未満 ２万６千円 

入学祝金 会員の被扶養者が小学校・中学校に入学したとき １万４千円 

卒業祝金 会員の被扶養者が中学校・高校を卒業したとき １万４千円 

在会給付金 

会員期間が次の年数を経過したとき 

10年 ２万円  15年 ４万円  20年 ６万円  25年 ８万円 

30年 10万円 

退会餞別金 

会員が60歳に達した日の翌年度からの、次の年数を経過したとき 

１年 １万円 ２年 ２万円 

３年 ３万円 ４年 ４万円 ５年 ５万円 

 

 ⑤ 保険事業 

   全国市長会任意共済制度、積立年金保険、遺族附加年金事業きずな、３大疾病保障保険、公務員賠償責任保険、全国都市職

員災害共済会（火災共済・自動車共済）、自転車保険、団体賠償保険等を取り扱っている。 

 ⑥ その他 

   福利厚生施設の運営管理、不動産販売業務提携、会員が低廉・豊富かつ円滑に物資を購入できる指定店制度、職域サポート

提携ローン、講座割引支援、健康増進施設等提携等に関する提携を実施している。 
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 ９ 公平委員会の業務の状況                       

 

⑴   概要 

  公平委員会は地方公務員法第７条第２項の規定により設置されており、その権限は同法第８条第２項に定められている。そ

の主な内容は、以下のとおりである。 

①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。 

②職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決又は決定をすること。 

③職員の苦情を処理すること。 

 
⑵ 勤務条件に関する措置の要求に関する状況（令和５年度） 

  該当無し 

 

⑶ 不利益処分に関する審査請求に関する状況（令和５年度） 

区分 措置請求の内容 件数 

棄却 
・退職承認処分の取消 

・分限免職処分の取消 
２件 
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尼崎市の給与・定員管理等について  

 

 １ 総括                                

 

⑴ 人件費の状況（普通会計決算）  

（単位：千円） 

  
住民基本台帳人口 

（１月１日現在） 

歳出額 

（Ａ） 

実質収支 

 

人件費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ/Ａ） 

令和５年度 454,620 224,202,280 2,308,829 28,830,698 12.9％ 

 

⑵ 職員給与費の状況（普通会計決算）  

（単位：千円） 

  
職員数

（人） 

給   与   費 １人当たり 

の給与費 

中核市平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 

令和５年度 
2,866 

10,705,671 3,364,447 4,658,582 18,728,700 6,414 6,359 
 (2,920) 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数については、令和５年４月１日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）及び会計年度任用職員を含まな

い。なお、（ ）内の人数は、再任用短時間勤務職員を含んでいる。 

※ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

⑶ ラスパイレス指数の状況  

 

※ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用い

て、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表㈠適用職員の俸給月額を100として計算した指数 

※ （ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した

地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数 

 （補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）/（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出） 

  

98.3

(98.3)

99.7
98.897.6

(97.6）

99.5
98.7

97.8 

(97.8)
99.4 

98.6 97.8

(97.8)

99.4
98.6

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

尼崎市 中核市平均 全国市平均

R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1
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⑷ 給与制度の総合的見直しの実施状況について  

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の

支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

① 給料表の見直し 

  実施 

 （給料表の改定実施時期）平成 28 年４月１日 

 （内容）行政職給料表については、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。若年層については、引

下げなし。高齢層については、最大４％程度引下げ。激変緩和のため、２年間（平成 30 年３月 31

日まで）の経過措置（現給保障）を実施 

    他の給料表については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施 

② 地域手当の見直し 

 （支給割合）国基準 10％に対し、尼崎市においても 10％を支給 

 （実施時期）－ 

 （参考） 

     
各年度の支給割合 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

国基準によ

る支給割合 
10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

尼崎市の支

給割合 
10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 10％ 

③ その他の見直し内容 

  管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（平成 28 年４月１日） 

 

⑸ 特記事項  

○ 一般職（行政職給料表適用者）の給与削減措置 

 

給料月額 地域手当 期末・勤勉手当 

H14・15 

年度 

H16～19 

年度 

H23・24 

年度 

H25～27 

年度 

H20～22 

年度 

H14～19 

年度 

H20・21 

年度 

H22～24 

年度 

局長級 △15％ △10％ △８％ △５％ △85％ △５％ △５％ △25％ 

部長級 △12％ △８％ △６％ △４％ △55％ 

  

△21％ 

課長級 △10％ △７％ △４％ △４％ △35％ △21％ 

課長補佐 △４％ △３％ △３％ △３％ △25％ △20％ 

係長級 △４％ △３％ △２％ △３％ △25％ △20％ 

主任等 △３％ △２％ △２％ △３％ △20％ △20％ 

主事等 △３％ △２％ △１％ △３％ △20％ △20％ 

書記等 △２％ △１％  △２％  △19％ 

事務員等    △２％  △18％ 

再任用職員  △２％ △１％ △３％ △20％ △20％ 

 

 

  



21 

 ２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況                 

 

⑴   職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） 

① 一般行政職 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

平均給与月額 

（国比較ベース）（円） 

尼崎市 41.3 1,611 310,447 407,540 369,599 

 兵庫県 43.2 － 324,400 420,253 376,521 

 国 42.1 － 323,823 － 405,378 

 中核市平均 42.3 － 322,065 406,828 366,830 

② 技能労務職 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

平均給与月額 

（国比較ベース）（円） 

尼崎市 56.2 209 320,959 405,162 364,804 

うち清掃職員 55.8 121 321,364 433,404 367,486 

うち学校給食員 55.6 12 330,150 373,208 369,040 

うち校務員 57.4 53 309,349 354,759 349,732 

うち自動車運転手 － － － － － 

兵庫県 57.4 285 335,100 399,396 367,546 

国 51.2 1,829 288,144 － 330,553 

中核市平均 50.9 183 319,664 376,837 350,144 

 

（参考）技能労務職に対応する民間の類似職種の給与（令和６年４月１日現在） 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

平均給与月額 

（円） 

本市類似職種との 

平均給与月額比 

年収ベース 

（円） 

本市類似職種との 

年収ベース比 

廃棄物処理業従業員 47.7 314,900 1.38 4,376,300 1.56 

飲食物調理従事者 41.2 278,500 1.34 3,650,900 1.70 

他に分類されない運搬 

・清掃・包装等従事者 
49.1 244,800 1.45 3,297,300 1.73 

※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（令和３年度～令和５年度の３か年平

均）。 

※ 技能労務職の職種と民間の職種の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではな

い。 

※ 年収ベースの数値は、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 

 

③ 教育職㈠ 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

尼崎市 48.4 164 385,967 493,467 

兵庫県 44.6 － 372.400 443,867 

中核市平均 46.4 － 381,406 446,739 

④ 教育職㈡ 
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区 分 
平均年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

尼崎市 44.5 36 378,239 452,400 

兵庫県 41.4 － 362,200 422,546 

中核市平均 39.8 － 314,557 367,988 

 

⑤ 消防職 

区 分 
平均年齢 

（歳） 

職員数 

（人） 

平均給料月額 

（円） 

平均給与月額 

（円） 

尼崎市 40.4 455 319,787 435,806 

中核市平均 39.0 － 312,133 409,367 

※ 「平均給料月額」とは、令和６年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均である。 

※ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額

を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額（国比較ベー

ス）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。 

 

⑵ 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）  

区 分 
尼崎市 

（円） 

県 

（円） 

国 

（円） 

一般行政職 
大学卒 204,100 202,400 196,200 

高校卒 175,400 170,900 166,600 

技能労務職 
高校卒 165,700 164,000 － 

中学卒 165,700 － － 

教育職㈠ 
大学卒 233,300 226,100 

対応する職種なし 

高校卒 196,800 206,100 

教育職㈡ 
大学卒 229,900 226,100 

高校卒 － 206,100 

消防職 
大学卒 219,900 

対応する職種なし 
高校卒 190,900 

 

⑶ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）  

区 分 
経験年数10年 

（円） 

経験年数20年 

（円） 

経験年数25年 

（円） 

経験年数30年 

（円） 

一般行政職 
大学卒 260,796 333,035 386,778 401,076 

高校卒 237,900 － 309,300 369,260 

技能労務職 
高校卒 － － 314,100 332,122 

中学卒 － － － 327,500 

教育職㈠ 
大学卒 322,123 402,314 421,963 439,992 

高校卒 － － － － 

教育職㈡ 
大学卒 316,888 380,848 421,600 － 

高校卒 － － － － 

消防職 
大学卒 286,360 361,080 － 386,440 

高校卒 259,217 339,267 367,667 366,133 
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 ３ 一般行政職の級別職員数等の状況                   

 

⑴ 一般行政職の等級別職員数及び給料表の状況（令和６年４月１日現在）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

８級 局長 15人 1.0％ 382,100円 545,400円 

７級 部長 45人 2.9％ 344,500円 503,800円 

６級 課長 147人 9.6％ 309,500円 478,800円 

５級 課長補佐 12人 0.8％ 288,700円 435,200円 

４級 係長・主任 473人 30.9% 224,300円 417,000円 

３級 主事・技師 386人 25.2% 223,500円 359,300円 

２級 書記・技手 259人 16.9% 194,200円 303,500円 

１級 事務員・技術員 192人 12.6% 162,400円 248,900円 

※ 尼崎市の給与条例に基づく給料表の等級区分による職員数である。 

※ 標準的な職務内容とは、それぞれの等級に該当する代表的な職務である。 
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⑵ 国との給料表カーブ比較表（行政職㈠）（令和６年４月１日現在）  

  

⑶ 昇給への人事評価の活用状況（一般行政職）（尼崎市）  

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している昇給区分 
昇給可能な

区分 

昇給実績があ

る区分 

昇給可能な

区分 

昇給実績が 

ある区分 

上位、標準、下位の区分 ○  ○ ○ 

上位、標準の区分  ○   

標準、下位の区分     

標準の区分のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

  活用予定時期   
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国３級（係長）

国２級（上級係員）

国１級（係員）

尼崎市 （R６）

国家公務員 （R６)

市８級（局長）

市７級（部長）

市６級（課長）

市５級（課長補佐）

市４級（係長）

市３級（主事）

市２級（書記）

市１級（事務員）
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 ４ 職員の手当の状況                          

 

⑴ 期末手当・勤勉手当  

尼崎市 県 国 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

      1,651千円 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 

       1,769千円 
― 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当   勤勉手当 

  2.45月分   2.05月分 

 （1.375月分）（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当   勤勉手当 

  2.45月分   2.05月分 

 （1.375月分）（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当   勤勉手当 

  2.45月分   2.05月分 

 （1.375月分）（0.975月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算5～20％・管理職加算10～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算5～20％・管理職加算10～25％ 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給月数である。 

 

○ 勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（尼崎市） 

令和６年度における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している ○ ○ 

 

活用している成績率 
支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○  ○  

上位、標準の成績率  ○  ○ 

標準、下位の成績率     

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない   

  活用予定時期   

 

⑵ 退職手当（令和６年４月１日現在）  

区分 
尼崎市 国 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 19.669500 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 28.039500 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.757500 月分 47.709000 月分 39.757500 月分 47.709000 月分

最高限度 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 

１人当たり 

平均支給額 

（令和５年度決算） 

8,604 千円 － 公表していません 

※ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。 
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⑶ 地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 1,112,968 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 382,069 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

市内全域 10％ 2,913 人 10％ 

 

⑷ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 115,334 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 134,422 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 0.3％ 

手当の種類（令和６年４月１日現在） 22 種類 

区分 名 称 支給対象業務 
支給実績 

(令和５年度決算) 
支給単価 

市
長
事
務
部
局 

滞納整理業務手当 

市税、国民健康保険料、保育料、介護保険料、土地区画整理法（昭

和29年法律第119号）の規定に基づく清算金又は市営住宅等の家

賃の滞納整理（不正利得に係る徴収を含む。）の業務で出張を伴

うもの 

25千円 日額290円

死体処理業務手当 死体の収容、確認等の業務 11千円 １件2,810円

犬猫等処理業務手当 
犬、猫その他の動物の捕獲、引取り、収容又は処理の業務 924千円 日額490円

犬、猫その他の動物の死体の収集及び運搬の業務 2千円 日額1,080円

水路清掃等業務手当 

水路の清掃（浮きごみの処理を除く。）若しくは補修の作業又は

公共下水道区域外の下水管の清掃若しくは敷設の作業で、著しい

臭気を伴い、又は汚水に接触するもの 

0千円 日額400円

清掃業務手当 

⑴ ごみの収集及び運搬の業務 

⑵ ⑴に掲げる業務以外の業務のうち、著しい臭気又は粉塵を伴

う場所等における業務 

⑵  公衆便所の清掃業務 

27,836千円 

日額720円

（中欄⑴に掲げる業務のうち危険

を伴う業務又は同欄⑵に掲げる業

務のうち焼却炉内その他粉塵の特

に多い場所における業務にあって

は、360円を加算した額） 

夜間特殊業務手当 

尼崎市立クリーンセンターに設置された焼却装置による廃棄物の

処理に係る業務で、正規の勤務時間の一部が深夜（午後10時から

翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）に及んで行われる

もの 

3,281千円 

１回1,320円

（深夜における勤務時間が深夜の

半分に満たない場合にあっては、

660円） 

理学療法等業務手当 理学療法士、作業療法士又はマッサージ師の業務 20千円 日額200円

災害応急対策業務手

当 

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実

施される災害応急対策に係る業務で、市規則で定めるもの 
11千円 

日額1,000円

（中欄に掲げる業務（市規則で定め

る業務に限る。）のうち著しく危険

であると市長が認める業務に従事

した場合その他の市規則で定める

場合にあっては、市規則で定める区

分に応じ、1,000 円を超えない範囲

内において市規則で定める額を加

算した額） 

年末年始特別業務手

当 

12 月 29 日から翌年の１月３日までの間における業務のうち、市

規則で定める業務 
5,679千円 日額3,000円

選挙業務特殊勤務手

当 

投票及び開票に関する選挙業務 

手当の算定は１時間当たり 1,757.40 円に従事時間帯及び内容に

応じて条例で定める割合を乗じて得た額 

20,479千円 

投票従事者

日額36,230円

投票管理者

日額39,853円

新型コロナウイルス

感染症防疫等業務手

新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症

にかかっていると疑われる者に対する検査を行う施設その他新型
572千円 

日額3,000円 

（患者等の身体に接触して行う業

務、患者等に長時間にわたり接し
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当 コロナウイルス感染症に感染するおそれが高い場所として市長が

指定する場所における新型コロナウイルス感染症から市民の生命

及び健康を保護するために急に行われる措置に係る業務で市長が

指定するもの（令和２年２月１日から令和５年５月８日までの間） 

て行う業務その他心身に著しい負

担を及ぼす業務として市長が指定

する業務に従事した場合にあって

は、4,000円） 

 

教
育
委
員
会
事
務
局 

特殊業務 

手当 

学校の管理下において行う非常災害時等における緊急の業務 

―  １ 非常災害時における生徒（幼稚園にあっては、幼児。以

下同じ。）の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 

 ⑴ 重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において行う業務（勤務を要しない日等におけるものに

限る。） 

0千円

日額4,000円 

（従事した時間が４時間以上８時

間以下のものに限る。８時間を超

えるものにあっては、8,000円） 

⑵ ⑴に掲げる業務以外の業務 0千円 日額8,000円

２ 生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務 0千円 日額7,500円

３ 生徒に対する緊急の補導業務 0千円 日額7,500円

修学旅行等（学校が計画し、実施するものに限る。）において生

徒を引率して行う指導業務（宿泊を伴うものに限る。） 
1,494千円 日額5,100円

尼崎市教育委員会教育長が指定する対外運動競技等において生

徒を引率して行う指導業務（宿泊を伴うもの又は勤務を要しない

日等におけるものに限る。） 

5,089千円 日額5,100円

学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としての

クラブ活動に準ずる活動をいう。）において生徒に対して行う指

導業務（勤務を要しない日等におけるものに限る。） 

17,229千円 日額3,600円

入学者の選抜のための学力検査の監督、採点又は判定の業務（勤

務を要しない日等又は尼崎市教育委員会が指定する日における

ものに限る。） 

72千円 日額900円

教育業務連絡調整手

当 

教務部長、生徒指導部長、進路指導部長、学年主任及び学科長が、

それぞれの職務に関する事項につき連絡調整又は指導助言に当

たる業務 

787千円 日額200円

消
防
局 

災害活動手当 

水害現場若しくは火災現場における危険業務又はガスの漏えい

排除業務 
542千円   １回310円

火災現場における一連の火災原因調査業務 26千円       １回210円

サリン等による人身被害の防止に関する法律（平成７年法律第78

号）第４条第１項に規定する措置に係る業務 
0千円 日額2,600円

高速道路上等活動手

当 

高速自動車国道法（昭和32年法律第79号）第４条第１項に規定

する高速自動車国道の路面上、道路法（昭和27年法律第180号）

第 48 条の４に規定する自動車専用道路の路面上又は軌道敷内

（鉄道事故等の場合に限る。）における消防活動に係る業務 

162千円 １回310円

救急活動手当 

救急現場に出動し、傷病者等を収容する業務 

25,442千円 

救急隊員又は救急救命士 １回240円

救急救命士法施行規則（平成３年厚生省令第44号）第21条に規

定する救急救命処置に係る業務 
救急救命士 １回320円

高所作業手当 

はしご車又は高所放水車に登はんする隊における登はん業務 16千円 
訓練 １回170円

災害現場 １回310円

地上高 10 メートル以上の箇所における危険物製造所等の検査業

務 
1千円 １回210円

救助活動手当 消防救助業務（潜水作業の業務を除く。） 846千円 
訓練 １回170円

災害現場 １回310円
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国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和62年法律第93号）第

２条に規定する国際緊急援助活動に係る業務 
0千円 

日額4,000円 

（心身に著しい負担を与えると消

防長が認める業務にあっては、当

該額に当該額の100分の50（現地

の治安の状況等により当該業務が

心身に著しい緊張を与えると消防

長が認める場合にあっては、100

分の 100）に相当する額を超えな

い範囲内において消防長が別に定

める額を加算した額） 

潜水作業手当 潜水作業の業務 64千円 
訓練 １回220円

災害現場 １回360円

緊急自動車運転手当 
緊急の用務の場合における道路交通法施行令（昭和 35 年政令第

270号）第13条第１項に規定する緊急自動車の運転業務 
6,751千円 

1級(大型特殊・大型) １回180円

1級(普通)2級(大型) １回160円

2級(普通)3級(大型) １回140円

3級(普通) １回100円

年末年始特別勤務手

当 

12月29日から翌年の１月３日までの間における業務のうち、消

防長が別に定める業務 
4,710千円 日額3,000円

新型コロナウイルス

感染症に係る危険業

務手当 

新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染

症にかかっていると疑われる者に対する検査を行う施設その他

新型コロナウイルス感染症に係る救急業務その他の新型コロナ

ウイルス感染症に感染するおそれが高い業務で消防長が指定す

るもの（令和２年２月１日から令和５年５月８日までの間） 

960千円 

日額3,000円

（患者等の身体に接触して行う

業務、患者等に長時間にわたり

接して行う業務その他心身に著

しい負担を及ぼす業務として消

防長が指定する業務に従事した

場合にあっては、4,000円） 

 

⑸ 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 886,413 千円 

職員１人当たり支給年額（令和４年度決算） 343,971 円 

支給実績（令和５年度決算） 780,063 千円 

職員１人当たり支給年額（令和５年度決算） 308,082 円 

※ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

 

⑹ その他の手当（令和６年４月１日現在）  

手当名 内容及び支給単価 国の制度 
支給実績 

（R05年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（R05年度決算） 

扶養手当 

扶養親族を有する職員に対して、生計費の増

嵩を補助するための手当。月額の支給額は 

配偶者 6,500円（※1） 

子   10,000円（※2） 

父母等 6,500円（※1） 

※1 局長級については0円、部長級について

は3,500円 

※2 16～22 歳の子については、１人につき

5,000円加算 

尼崎市と同じ 284,976千円 225,634円 

住居手当 世帯主である職員に、居住している住居を対 月額の支給額は 251,560 千円 298,057円 
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象として支給される手当。月額の支給額は 

借家の者 上限27,000円 

持家の者      0円 

※ 市内居住促進策として、H24.4.1以降、市

外から市内へ転入する職員には、10,000 円

を加算（最長３年間） 

借家の者 上限28,000円 

持家の者       0円 

※ 加算措置なし 

通勤手当 

通勤のため、バス・電車等の交通機関及び自動

車等の交通用具を利用する者に支給する手

当。月額の支給額は 

ア 交通機関利用者 上限55,000円 

イ 交通用具使用者（距離に応じて支給） 上

限31,600円 

尼崎市と同じ 248,240 千円 95,883円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に

対して、その職務ないし勤務形態の特殊性に

着目して支給される手当。月額の支給額は、次

に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

「俸給の特別調整額」として、組織・

官職に応じて 46,300 円～139,300 円

の定められた額を支給 

234,500 千円 865,314円 

在宅勤務等

手当 

在宅勤務中心の働き方をする職員の光熱・水

道費等の費用負担を軽減するための手当。 

3,000円／月 

尼崎市と同じ - - 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に

対して、その職務ないし勤務形態の特殊性に

着目して支給される手当。月額の支給額は、次

に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

「俸給の特別調整額」として、組織・

官職に応じて 46,300 円～139,300 円

の定められた額を支給 

239,526 千円 883,860円 

休日給 

祝日に勤務をした職員に対して、１時間当た

りの給与額の 135/100 を勤務時間数に応じて

支給 

尼崎市と同じ 206,099 千円 239,929円 

夜勤手当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌

日午前５時まで）に勤務した職員に支給され

る手当。１時間当たりの給与額の25/100を勤

務時間数に応じて支給 

尼崎市と同じ 50,125 千円 117,941円 

宿日直 

手当 

職員が宿直勤務又は日直勤務を行ったときに

支給される手当 

4,400円/１回 

尼崎市と同じ 241 千円 24,100円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必

要により、土日等、勤務を要しない日に出勤し

た際に支給される手当。支給額は役職に応じ

て8,000円～10,000円/回 

役職及び勤務時間に応じて 6,000 円

～18,000円/回 
1,027 千円 30,206円 

定時制通信

教育手当 

定時制課程を置く高等学校に従事する職員に

支給される手当。月額の支給額は 

ア 管理職手当の支給対象者 

（給料月額＋教職調整額）×８％ 

イ 上記以外 

（給料月額＋教職調整額）×10％ 

国において、教職員に相当する職種無

し 
1,869 千円 233,625円 

産業教育手 高等学校における工業等にかかる産業教育に 国において、教職員に相当する職種無 7,039 千円 391,056円 
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当 従事する教育職員に支給される手当。月額の

支給額は 

ア 定時制通信教育手当の支給対象者 

（給料月額＋教職調整額）×６％ 

イ 上記以外の者 

（給料月額＋教職調整額）×10％ 

し 

教員特別手

当 

高等学校等の教育職員に支給される手当。月

額の支給額は、職務の級・号給に応じた定額

（上限8,200円/月） 

国において、教職員に相当する職種無

し 
10,422 千円 58,223円 
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 ５ 特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在）            
 

区分 月額の給料又は報酬 （参考：中核市における最高/最低額） 

給
料 

市長 1,177,000円 最高額:1,180,000円 最低額：707,000 円 

副市長 942,000円 最高額:960,000円 最低額：696,000円 

公営企業管理者 805,000円 ― 

教育長 805,000円 ― 

常勤監査委員 658,000円 ― 

報
酬 

議長 797,000円 最高額:823,000円 最低額：584,000円 

副議長 717,000円 最高額:747,000円 最低額：504,000円 

議員 640,000円 最高額:700,000円 最低額：475,000円 

区分 算定方法 算定方法 

期
末
手
当 

市長 

（給料等＋給料等×45％）×支給月数 

【令和５年度支給月数】 

６月期 1.65月分 12月期 1.65月分 

（常勤監査委員のみ 12月期 1.75月分） 

【令和６年度支給月数（予定）】 

６月期 1.7月分 12月期 1.7月分 

5,631,944円 

副市長 4,507,470円 

公営企業管理者 3,851,924円 

教育長 3,851,924円 

常勤監査委員 3,243,940円 

議長 3,813,644円 

副議長 3,430,844円 

議員 3,062,400円 

区分 算定方式 算定方式 支給時期 

退
職
手
当 

市長 給料月額×在職月数×0.4 22,598,400円 任期ごと 

副市長 給料月額×在職月数×0.27 12,208,320円 任期ごと 

公営企業管理者 給料月額×在職月数×0.21 8,114,400円 任期ごと 

教育長 給料月額×在職月数×0.21 6,085,800円 任期ごと 

常勤監査委員 給料月額×在職月数×0.18 5,685,120円 任期ごと 

※ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48 月）勤めた場合における退

職手当の見込額である（教育長については、任期の上限が３年であるため、１期（３年＝36月）の退職手当の見込額を記載）。 

 

＜補足①：特別職の給与削減措置＞ 

 

給料月額 期末手当 

H20～ 

24年度 

H25～ 

27年度 

H28・ 

29年度 

H30～ 

R4年度 

H21 

年度 

H22～ 

24年度 

H25～ 

27年度 

H28・ 

29年度 

H30～ 

R4年度 

市長 △25％ △10％ △10％ △10％ △45％ △55％ △25％ △25％ △25％ 

副市長 △20％ △10％ △10％ △10％ △40％ △50％ △20％ △20％ △20％ 

公営企業管理者 － － － － － － － －  

教育長 △10％ △５％ △５％  △20％ △35％ △10％ △10％  

常勤監査委員 △７％ △５％ △５％  △17％ △32％ △10％ △10％  

議員 

 
     

△10％ 

（※１） 

△５％ 

（※２） 

△５％ 

（※３） 

△５％ 

（※３） 

※１ 議員の期末手当は、H22.12支給分から削減措置を実施 

※２ 議員の期末手当は、H25.12支給分については削減なし 

※３ 議員の期末手当は、H29.12支給からR3.6支給分まで削減措置を実施 
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＜補足②：特別職に対する総支給額（令和６年４月１日現在）＞ 

【常勤特別職】 

算式 区分 支給額 

１年の支給額 

市長 

給料12か月＋期末手当１年分 

約1,993万円  

副市長 約1,595万円 

公営企業管理者 約1,363万円  

教育長 約1,363万円 

常勤監査委員 約1,114万円  

１任期の支給額 

市長 
給料48か月＋期末手当４年分 

約7,971万円  

副市長 約6,379万円 

公営企業管理者 給料48か月＋期末手当４年分 約5,451万円 

教育長 
給料36か月＋期末手当３年分 約4,089万円 

（給料48か月＋期末手当４年分） （約5,451万円） 

常勤監査委員 給料48か月＋期末手当４年分 約4,456万円 

１任期の支給総額 

（退職手当を含む） 

市長 

１任期４年間での支給総額 

（給料48か月＋期末手当４年分＋退職手当） 
約10,230万円 

１年当たりの支給総額 約2,558万円 

副市長 

１任期４年間での支給総額 

（給料48か月＋期末手当４年分＋退職手当） 
約7,600万円 

１年当たりの支給総額 約1,900万円 

公営企業管理者 

１任期４年間での支給総額 

（給料48か月＋期末手当４年分＋退職手当） 
約6,263万円 

１年当たりの支給総額 約1,566万円 

教育長 

１任期３年間での支給総額 

（給料36か月＋期末手当３年分＋退職手当） 
約4,697万円 

（１任期４年間での支給総額） 

（給料48か月＋期末手当４年分＋退職手当） 
（約6,263万円） 

１年当たりの支給総額 約1,566万円 

常勤監査委員 

１任期４年間での支給総額 

（給料48か月＋期末手当４年分＋退職手当） 
約5,024万円 

１年当たりの支給総額 約1,256万円 

※ 教育長の任期の上限は３年であるが、他の役職との比較のために任期を４年と仮定した場合の数値を（ ）書きで記載して

いる（この場合、退職手当の算出に当たっても、「給料月額×48月×0.21」としている。）。 

 

【議員】 

算式 区分 支給額 

１年の支給額 

議長 

報酬12か月＋期末手当１年分 

約1,349万円 

副議長 約1,214万円  

議員 約1,084万円 
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 ６ 職員数の状況                            

 

⑴ 部門別職員数の状況と主な増減理由  

（単位：人）［各年４月１日現在］ 

 
常勤職員 対前年 再任用職員（短時間勤務） 対前年 

主な増減理由 
令和５年 令和６年 増減数 令和５年 令和６年 増減数 

普

通

会

計

部

門 

一

般

行

政

部

門 

議  会 17 19 2 1 1 0 執行体制の見直し 

総務企画 459 459 0 10 5 ▲5 執行体制の見直し 

税  務 115 121 6 0 0 0 執行体制の強化 

民  生 660 685 25 8 5 ▲3 執行体制の見直し 

衛  生 408 409 1 2 2 0 執行体制の強化 

労  働 8 8 0 0 0 0 － 

農林水産 11 10 ▲1 0 0 0 執行体制の見直し 

商  工 23 23 0 0 0 0 － 

土  木 242 247 5 7 7 0 執行体制の強化 

小  計 1,943 1,981 38 28 20 ▲8 

（参考） 

人口１万人当たりの常勤職員数 

43.57人 

（中核市の人口1万人当たりの常

勤職員数は47.84人） 

特

別

行

政 

教育部門 475 468 ▲7 9 6 ▲3 執行体制の見直し 

消防部門 448 455 7 12 9 ▲3 執行体制の強化 

小  計 923 923 0 21 15 ▲6  

 小  計 2,866 2,904 38 49 35 ▲14 

（参考） 

人口１万人当たりの常勤職員数 

63.88人 

（中核市の人口1万人当たりの常

勤職員数は65.57人。） 

公営企

業等会

計 

上水道 

下水道 

113 

76 

106 

78 

▲7 

2 

2 

0 

3 

0 

1 

0 

執行体制の見直し 

執行体制の強化 

その他 167 167 0 3 3 0 － 

小  計 356 351 ▲5 5 6 1  

合  計 
3,222 

(3,246) 

3,255 

(3,246) 

33 

(0)
54  41 ▲13 

（参考） 

人口１万人当たりの常勤職員 

71.60人 

※ 職員数は一般職に属する職員数である。 

※ 合計欄の（ ）内の数値は、条例定数の合計である。 
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⑶   年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）  

 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 10人 130人 247人 356人 466人 399人 237人 178人 269人 370人 398人 195人 3,255人 

 

⑶ 職員数の推移  

（単位：人）［各年４月１日現在］ 

年度 
 
部門別 

H31年 R02年 R03年 R04年 R05年 R06年 
過去５年間の 

増減数（率） 

一般行政 1,980 1,999 1,968 1,943 1,943 1,981 1（0.1％） 

教  育 447 440 485 484 475 468 21（4.5％） 

消  防 434 443 445 449 448 455 21（4.6％） 

普 通 会 計 計 2,861 2,882 2,898 2,876 2,866 2,904 43（1.5％） 

公営企業等会計計 384 375 371 351 356 351 ▲33（▲9.4％） 

総 合 計 3,245 3,257 3,269 3,227 3,222 3,255 10（0.3％） 

※ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 

 

 

  

0.3%
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1.0%

4.7%

11.2%
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11.0%
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13.0%
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0.0%

2.0%
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７ 公営企業職員の状況                         

 

⑴ 水道事業  

① 職員給与費の状況 

（単位：千円） 

  
総費用 

（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和５年度 7,817,434 1,010,503 804,274 10.29％ 

※ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費115,703千円を含まない。 

※ 職員給与費は、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

（単位：千円） 

  
職員数 

（人） 

給   与   費 １人当たり 

の給与費 

市町村平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 

令和５年度 114  407,761 134,173 178,525 720,459 6,320 6,118 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数については、当該年度の年３月31日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員

を含まない。 

※ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

  また、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢（歳） 基本給（円） 平均月収額（円） 

尼崎市 43.4 338,471 526,651 

市町村 45.8 337,221 508,691 

※ 会計年度任用職員を含まず、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

※ 基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計である。 

※ 平均月収額には、全ての手当を含む（期末・勤勉手当については、前年度支給分を12月で按分し計算している。）。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当  

企業職 一般行政職 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 1,566千円 １人当たり平均支給額（令和５年度） 1,651千円 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給月数である。 

※ 期末・勤勉手当は、民間における賞与に相当する手当である。 

※ 期末・勤勉手当は、令和５年度実績である。加算率は、職務に応じて加算される。 

※ 「１人当たり平均支給額」は、令和４年度の実支給額合計を当該年度末の職員数（再任用職員（短時間勤務）を含む。）で除

して算出している。 
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イ 退職手当（令和６年４月１日現在）  

区分 
企業職 一般行政職 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 19.669500 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 28.039500 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.757500 月分 47.709000 月分 39.757500 月分 47.709000 月分

最高限度 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 

１人当たり 

平均支給額 

（令和５年度決算） 

13,461 千円 － 8,604 千円 －

※ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

ウ 地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 43,005 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 377 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

市内全域 10％ 114 人 10％ 

 

エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 197 千円

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 6 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 27.2％ 

手当の種類（令和６年４月１日現在） ５種類 

名  称 支給対象業務 
支給実績 

(令和５年度決算) 
支給単価 

滞納整理業務手当 
水道料金、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、修繕料又は修繕工事

弁償金の滞納整理業務のために出張したとき 
0千円 日額290円 

緊急出勤手当 

正規の勤務時間外において、上工水の配水管の破裂その他水道事故等が発

生したとき又は発生するおそれがあるときにおいて、緊急に出勤を命ぜら

れて勤務場所以外の場所から出勤し、対応する業務（１時間以上従事した

ものに限る。） 

19千円 

１回650円 

（勤務時間が深夜に及んだ場合に

あっては、1,300円） 

災害応急対策業務

手当 

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施される

災害応急対策に係る業務で、管理者が別に定めるもの 
98千円 

日額1,000円

(中欄に掲げる業務(管理者が別に

定める業務に限る。)のうち著しく

危険であると管理者が認める業務

に従事した場合その他管理者が別

に定める場合にあっては、管理者が

別に定める区分に応じ、1,000 円を

超えない範囲内において管理者が

別に定める額を加算した額) 

年末年始特別業務

手当 

12 月 29 日から翌年の１月３日までの間における業務（管理者が別に定め

る業務のうち３時間15分以上従事したものに限る。） 
81千円 日額3,000円 

下水道業務手当 
下水管の清掃若しくは補修の作業又は下水道施設内の作業で、著しい臭気

を伴い、又は汚水に接触するもの 
0千円 日額730円 
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オ 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 43,169 千円 

職員１人当たり支給年額（令和４年度決算） 407,258 円 

支給実績（令和５年度決算） 49,086 千円 

職員１人当たり支給年額（令和５年度決算） 476,564 円 

※ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在）  

手当名 内容及び支給単価 一般行政職との異動 
支給実績 

（R05年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（R05年度決算） 

扶養手当 

扶養親族を有する職員に対して、生計費の増嵩を補助するため

の手当。月額の支給額は 

配偶者 6,500円（※1） 

子   10,000円（※2） 

父母等 6,500円（※1） 

※1 局長級については0円、部長級については3,500円 

※2 16～22歳の子については、１人につき5,000円加算 

一般行政職と同じ 12,262千円 204,368円 

住居手当 

世帯主である職員に、居住している住居を対象として支給され

る手当。月額の支給額は 

借家の者 上限27,000円 

持家の者      0円 

※ 市内居住促進策として、H24.4.1 以降、市外から市内へ転

入する職員には、10,000円を加算（最長３年間） 

一般行政職と同じ 6,769千円 270,742円 

通勤手当 

通勤のため、バス・電車等の交通機関及び自動車等の交通用具

を利用する者に支給する手当。月額の支給額は 

ア 交通機関利用者 上限55,000円 

イ 交通用具使用者（距離に応じて支給） 上限31,600円 

一般行政職と同じ 10,800 千円 105,883円 

在宅勤務等

手当 

在宅勤務中心の働き方をする職員の光熱・水道費等の費用負担

を軽減するための手当。 

3,000円／月 

一般行政職と同じ - - 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務

ないし勤務形態の特殊性に着目して支給される手当。月額の支

給額は、次に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

一般行政職と同じ 10,039 千円 912,655円 

休日給 
祝日に勤務をした職員に対して、１時間当たりの給与額の

135/100を勤務時間数に応じて支給 
一般行政職と同じ 2,009 千円 37,902円 

夜勤手当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌日午前５時まで）

に勤務した職員に支給される手当。１時間当たりの給与額の

25/100を勤務時間数に応じて支給 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

宿日直 

手当 

職員が宿直勤務又は日直勤務を行ったときに支給される手当 

4,400円/１回 
一般行政職と同じ 0 千円 0円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要により、土日

等、勤務を要しない日に出勤した際に支給される手当。支給額

は役職に応じて8,000円～10,000円/回 

一般行政職と同じ 4 千円 4,300円 
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⑵ 工業用水事業  

① 職員給与費の状況 

（単位：千円） 

  
総費用 

（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和５年度 1,514,968 406,512 133,272 8.80％ 

※ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費6,001千円を含まない。 

※ 職員給与費は、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

（単位：千円） 

  
職員数 

（人） 

給   与   費 １人当たり 

の給与費 

市町村平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 

令和５年度 19  68,376 17,463 29,449 115,288 6,068 6,405 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数については、当該年度の３月31日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を

含まない。 

※ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。ま

た、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢（歳） 基本給（円） 平均月収額（円） 

尼崎市 44.3 340,987 505,649 

市町村 46.7 349,911 533,762 

※ 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

※ 会計年度任用職員を含まず、再任用職員（短時間勤務）を含まない。 

※ 基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計である。 

※ 平均月収額には、全ての手当を含む（期末・勤勉手当については、前年度支給分を12月で按分し計算している。）。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当  

企業職 一般行政職 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 1,550千円 １人当たり平均支給額（令和５年度） 1,651千円 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給月数である。 

※ 期末・勤勉手当は、民間における賞与に相当する手当である。 

※ 期末・勤勉手当は、令和５年度実績である。加算率は、職務に応じて加算される。 

※ 「１人当たり平均支給額」は、令和５年度の実支給額合計を当該年度末の職員数（再任用職員（短時間勤務）を含む。）で除

して算出している。 
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イ 退職手当（令和６年４月１日現在）  

区分 
企業職 一般行政職 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 19.669500 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 28.039500 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.757500 月分 47.709000 月分 39.757500 月分 47.709000 月分

最高限度 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 

１人当たり 

平均支給額 

（令和５年度決算） 

0 千円 － 8,604 千円 －

※ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

ウ 地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 7,068 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 372 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

市内全域 10％ 19 人 10％ 

 

エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 13 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 4 千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 15.8％ 

手当の種類（令和６年４月１日現在） ５種類 

名  称 支給対象業務 
支給実績 

(令和５年度決算) 
支給単価 

滞納整理業務手当 
水道料金、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、修繕料又は修繕工事

弁償金の滞納整理業務のために出張したとき 
0千円 日額290円 

緊急出勤手当 

正規の勤務時間外において、上工水の配水管の破裂その他水道事故等が発

生したとき又は発生するおそれがあるときにおいて、緊急に出勤を命ぜら

れて勤務場所以外の場所から出勤し、対応する業務（１時間以上従事した

ものに限る。） 

7千円 

１回650円 

（勤務時間が深夜に及んだ場合に

あっては、1,300円） 

災害応急対策業務

手当 

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施される

災害応急対策に係る業務で、管理者が別に定めるもの 
0千円 

日額1,000円

(中欄に掲げる業務(管理者が別に

定める業務に限る。)のうち著しく

危険であると管理者が認める業務

に従事した場合その他管理者が別

に定める場合にあっては、管理者が

別に定める区分に応じ、1,000 円を

超えない範囲内において管理者が

別に定める額を加算した額) 

年末年始特別業務

手当 

12 月 29 日から翌年の１月３日までの間における業務（管理者が別に定め

る業務のうち３時間15分以上従事したものに限る。） 
6千円 日額3,000円 

下水道業務手当 
下水管の清掃若しくは補修の作業又は下水道施設内の作業で、著しい臭気

を伴い、又は汚水に接触するもの 
0千円 日額730円 

 

オ 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 5,234 千円 

職員１人当たり支給年額（令和４年度決算） 275,478 円 
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支給実績（令和５年度決算） 5,828 千円 

職員１人当たり支給年額（令和５年度決算） 306,747 円 

※ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 一般行政職との異動 
支給実績 

（R05年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（R05年度決算） 

扶養手当 

扶養親族を有する職員に対して、生計費の増嵩を補助するため

の手当。月額の支給額は 

配偶者 6,500円（※1） 

子   10,000円（※2） 

父母等 6,500円（※1） 

※1 局長級については0円、部長級については3,500円 

※2 16～22歳の子については、１人につき5,000円加算 

一般行政職と同じ 2,301千円 209,188円 

住居手当 

世帯主である職員に、居住している住居を対象として支給され

る手当。月額の支給額は 

借家の者 上限27,000円 

持家の者      0円 

※ 市内居住促進策として、H24.4.1 以降、市外から市内へ転

入する職員には、10,000円を加算（最長３年間） 

一般行政職と同じ 810 千円 270,000円 

通勤手当 

通勤のため、バス・電車等の交通機関及び自動車等の交通用具

を利用する者に支給する手当。月額の支給額は 

ア 交通機関利用者 上限55,000円 

イ 交通用具使用者（距離に応じて支給） 上限31,600円 

一般行政職と同じ 1,134 千円 66,730円 

在宅勤務等

手当 

在宅勤務中心の働き方をする職員の光熱・水道費等の費用負担

を軽減するための手当。 

3,000円／月 

一般行政職と同じ - - 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務

ないし勤務形態の特殊性に着目して支給される手当。月額の支

給額は、次に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

休日給 
祝日に勤務をした職員に対して、１時間当たりの給与額の

135/100を勤務時間数に応じて支給 
一般行政職と同じ 309 千円 34,346円 

夜勤手当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌日午前５時まで）

に勤務した職員に支給される手当。１時間当たりの給与額の

25/100を勤務時間数に応じて支給 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

宿日直 

手当 

職員が宿直勤務又は日直勤務を行ったときに支給される手当 

4,400円/１回 
一般行政職と同じ 0 千円 0円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要により、土日

等、勤務を要しない日に出勤した際に支給される手当。支給額

は役職に応じて8,000円～10,000円/回 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 
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⑶ 下水道事業  

① 職員給与費の状況 

（単位：千円） 

  
総費用 

（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和５年度 11,786,746 1,073,607 407,127 3.45％ 

※ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費231,104千円を含まない。 

※ 職員給与費は、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

（単位：千円） 

  
職員数 

（人） 

給   与   費 １人当たり 

の給与費 

市町村平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 

令和５年度 73  280,621 83,294 122,031 485,946 6,657 6,023 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数については、当該年度の３月31日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を

含まない。 

※ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。ま

た、職員給与費は、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢（歳） 基本給（円） 平均月収額（円） 

尼崎市 46.5 365,328 553,469 

市町村 44.5 334,536 501,579 

※ 会計年度任用職員を含まず、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

※ 基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計である。 

※ 平均月収額には、全ての手当を含む（期末・勤勉手当については、前年度支給分を12月で按分し計算している。）。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当  

企業職 一般行政職 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 1,672千円 １人当たり平均支給額（令和５年度） 1,651千円 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給月数である。 

※ 期末・勤勉手当は、民間における賞与に相当する手当である。 

※ 期末・勤勉手当は、令和５年度実績である。加算率は、職務に応じて加算される。 

※ 「１人当たり平均支給額」は、令和５年度の実支給額合計を当該年度末の職員数（再任用職員（短時間勤務）を含む。）で除

して算出している。 
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イ 退職手当（令和６年４月１日現在）  

区分 
企業職 一般行政職 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 19.669500 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 28.039500 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.757500 月分 47.709000 月分 39.757500 月分 47.709000 月分

最高限度 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 

１人当たり 

平均支給額 

（令和５年度決算） 

10,577 千円 － 8,604 千円 －

※ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

ウ 地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 29,674 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 406 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

市内全域 10％ 73 人 10％ 

 

エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 67 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 2,560 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 35.6％ 

手当の種類（令和６年４月１日現在） ５種類 

名  称 支給対象業務 
支給実績 

(令和５年度決算) 
支給単価 

滞納整理業務手当 
水道料金、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、修繕料又は修繕工事

弁償金の滞納整理業務のために出張したとき 
0千円 日額290円 

緊急出勤手当 

正規の勤務時間外において、上工水の配水管の破裂その他水道事故等が発

生したとき又は発生するおそれがあるときにおいて、緊急に出勤を命ぜら

れて勤務場所以外の場所から出勤し、対応する業務（１時間以上従事した

ものに限る。） 

0千円 

１回650円 

（勤務時間が深夜に及んだ場合に

あっては、1,300円） 

災害応急対策業務

手当 

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施される

災害応急対策に係る業務で、管理者が別に定めるもの 
11千円 

日額1,000円

(中欄に掲げる業務(管理者が別に

定める業務に限る。)のうち著しく

危険であると管理者が認める業務

に従事した場合その他管理者が別

に定める場合にあっては、管理者が

別に定める区分に応じ、1,000 円を

超えない範囲内において管理者が

別に定める額を加算した額) 

年末年始特別業務

手当 

12 月 29 日から翌年の１月３日までの間における業務（管理者が別に定め

る業務のうち３時間15分以上従事したものに限る。） 
3千円 日額3,000円 

下水道業務手当 
下水管の清掃若しくは補修の作業又は下水道施設内の作業で、著しい臭気

を伴い、又は汚水に接触するもの 
53千円 日額730円 

 

オ 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 21,359 千円 

職員１人当たり支給年額（令和４年度決算） 333,739 円 
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支給実績（令和５年度決算） 25,839 千円 

職員１人当たり支給年額（令和５年度決算） 379,991 円 

※ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在）  

手当名 内容及び支給単価 一般行政職との異動 
支給実績 

（R05年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（R05年度決算） 

扶養手当 

扶養親族を有する職員に対して、生計費の増嵩を補助するため

の手当。月額の支給額は 

配偶者 6,500円（※1） 

子   10,000円（※2） 

父母等 6,500円（※1） 

※1 局長級については0円、部長級については3,500円 

※2 16～22歳の子については、１人につき5,000円加算 

一般行政職と同じ 10,463千円 227,463円 

住居手当 

世帯主である職員に、居住している住居を対象として支給され

る手当。月額の支給額は 

借家の者 上限27,000円 

持家の者      0円 

※ 市内居住促進策として、H24.4.1 以降、市外から市内へ転

入する職員には、10,000円を加算（最長３年間） 

一般行政職と同じ 5,240 千円 327,516円 

通勤手当 

通勤のため、バス・電車等の交通機関及び自動車等の交通用具

を利用する者に支給する手当。月額の支給額は 

ア 交通機関利用者 上限55,000円 

イ 交通用具使用者（距離に応じて支給） 上限31,600円 

一般行政職と同じ 7,108 千円 109,353円 

在宅勤務等

手当 

在宅勤務中心の働き方をする職員の光熱・水道費等の費用負担

を軽減するための手当。 

3,000円／月 

一般行政職と同じ - - 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務

ないし勤務形態の特殊性に着目して支給される手当。月額の支

給額は、次に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

一般行政職と同じ 4,490 千円 898,080円 

休日給 
祝日に勤務をした職員に対して、１時間当たりの給与額の

135/100を勤務時間数に応じて支給 
一般行政職と同じ 408 千円 37,099円 

夜勤手当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌日午前５時まで）

に勤務した職員に支給される手当。１時間当たりの給与額の

25/100を勤務時間数に応じて支給 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

宿日直 

手当 

職員が宿直勤務又は日直勤務を行ったときに支給される手当 

4,400円/１回 
一般行政職と同じ 0 千円 0円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要により、土日

等、勤務を要しない日に出勤した際に支給される手当。支給額

は役職に応じて8,000円～10,000円/回 

一般行政職と同じ 4 千円 4,300円 
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⑷ モーターボート競走事業  

① 職員給与費の状況 

（単位：千円） 

  
総費用 

（Ａ） 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

令和５年度 57,470,741 3,242,750 282,360 0.49％ 

※ 資本勘定支弁職員に係る職員給与費47,942千円を含まない。 

※ 職員給与費は、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

（単位：千円） 

  
職員数 

（人） 

給   与   費 １人当たり 

の給与費 

市町村平均 

１人当たり給与費 給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 

令和５年度 36  134,991 43,490 60,370 238,851 6,634 － 

※ 職員手当には退職手当を含まない。 

※ 職員数については、当該年度の３月31日現在の人数である。また、再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を

含まない。 

※ 給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。ま

た、引当金影響額を除いた額（実支給額）としている。 

※ 令和５年度の市町村平均については、未発表のため、国からの発表後に公表する。 

 

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 平均年齢（歳） 基本給（円） 平均月収額（円） 

尼崎市 44.8 355,035 552,896 

※ 会計年度任用職員を含まず、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

※ 基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計である。 

※ 平均月収額には、全ての手当を含む（期末・勤勉手当については、前年度支給分を12月で按分し計算している。）。 

※ 市町村平均については、未発表のため、国からの発表後に公表する。 

 

③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当  

企業職 一般行政職 

１人当たり平均支給額（令和５年度） 1,677千円 １人当たり平均支給額（令和５年度） 1,651千円 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（令和５年度支給月数） 

  期末手当 2.45月分（1.375月分） 

  勤勉手当 2.05月分（0.975月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、等級等による加算措置 

・役職加算 ５～20％ 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給月数である。 

※ 期末・勤勉手当は、民間における賞与に相当する手当である。 

※ 期末・勤勉手当は、令和５年度実績である。加算率は、職務に応じて加算される。 

※ 「１人当たり平均支給額」は、令和５年度の実支給額合計を当該年度末の職員数（再任用職員（短時間勤務）を含む。）で除

して算出している。 
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イ 退職手当（令和６年４月１日現在）  

区分 
企業職 一般行政職 

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20 年 19.669500 月分 24.586875 月分 19.669500 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.039500 月分 33.270750 月分 28.039500 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.757500 月分 47.709000 月分 39.757500 月分 47.709000 月分

最高限度 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分 47.709000 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 定年前早期退職特例措置 ２～45％加算 

１人当たり 

平均支給額 

（令和５年度決算） 

千円 － 8,604 千円 －

※ 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和５年度に退職した職員に支給された平均額である。 

 

ウ 地域手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 14,273 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 396 千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員 国の制度（支給率） 

市内全域 10％ 36 人 10％ 

 

エ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）  

支給実績（令和５年度決算） 285 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） 8,382 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） 94.4％ 

手当の種類（令和６年４月１日現在） ５種類 

名  称 支給対象業務 
支給実績 

(令和５年度決算) 
支給単価 

滞納整理業務手当 
水道料金、下水道事業受益者負担金、下水道使用料、修繕料又は修繕工事

弁償金の滞納整理業務のために出張したとき 
0千円 日額290円 

緊急出勤手当 
重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施される

災害応急対策に係る業務で、管理者が別に定めるもの 
0千円 

１回650円 

（勤務時間が深夜に及んだ場合に

あっては、1,300円） 

災害応急対策業務

手当 

重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施される

災害応急対策に係る業務で、管理者が別に定めるもの 
0千円 

日額1,000円

(中欄に掲げる業務(管理者が別に

定める業務に限る。)のうち著しく

危険であると管理者が認める業務

に従事した場合その他管理者が別

に定める場合にあっては、管理者が

別に定める区分に応じ、1,000 円を

超えない範囲内において管理者が

別に定める額を加算した額) 

年末年始特別業務

手当 

12 月 29 日から翌年の１月３日までの間における業務（管理者が別に定め

る業務のうち３時間15分以上従事したものに限る。） 
285千円 日額3,000円 

下水道業務手当 
下水管の清掃若しくは補修の作業又は下水道施設内の作業で、著しい臭気

を伴い、又は汚水に接触するもの 
0千円 日額730円 

 

オ 時間外勤務手当  

支給実績（令和４年度決算） 13,956 千円 
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職員１人当たり支給年額（令和４年度決算） 498,427 円 

支給実績（令和５年度決算） 16,661 千円 

職員１人当たり支給年額（令和５年度決算） 520,646 円 

※ 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管

理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用職員（短時間勤務）を含む。 

 

カ その他の手当（令和６年４月１日現在）  

手当名 内容及び支給単価 一般行政職との異動 
支給実績 

（R05年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額

（R05年度決算） 

扶養手当 

扶養親族を有する職員に対して、生計費の増嵩を補助するため

の手当。月額の支給額は 

配偶者 6,500円（※1） 

子   10,000円（※2） 

父母等 6,500円（※1） 

※1 局長級については0円、部長級については3,500円 

※2 16～22歳の子については、１人につき5,000円加算 

一般行政職と同じ 4,111千円 216,380円 

住居手当 

世帯主である職員に、居住している住居を対象として支給され

る手当。月額の支給額は 

借家の者 上限27,000円 

持家の者      0円 

※ 市内居住促進策として、H24.4.1 以降、市外から市内へ転

入する職員には、10,000円を加算（最長３年間） 

一般行政職と同じ 3,689 千円 307,388円 

通勤手当 

通勤のため、バス・電車等の交通機関及び自動車等の交通用具

を利用する者に支給する手当。月額の支給額は 

ア 交通機関利用者 上限55,000円 

イ 交通用具使用者（距離に応じて支給） 上限31,600円 

一般行政職と同じ 3,856 千円 113,419円 

在宅勤務等

手当 

在宅勤務中心の働き方をする職員の光熱・水道費等の費用負担

を軽減するための手当。 

3,000円／月 

一般行政職と同じ - - 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある一定範囲の職員に対して、その職務

ないし勤務形態の特殊性に着目して支給される手当。月額の支

給額は、次に掲げる役職に応じ定額 

代表的な定額の例（行政職） 

ア 局長 114,000円 

イ 部長 88,200円 

ウ 課長 71,500円 

一般行政職と同じ 3,632 千円 908,100円 

休日給 
祝日に勤務をした職員に対して、１時間当たりの給与額の

135/100を勤務時間数に応じて支給 
一般行政職と同じ 615 千円 61,480円 

夜勤手当 

正規の勤務時間として深夜（午後10時から翌日午前５時まで）

に勤務した職員に支給される手当。１時間当たりの給与額の

25/100を勤務時間数に応じて支給 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

宿日直 

手当 

職員が宿直勤務又は日直勤務を行ったときに支給される手当 

4,400円/１回 
一般行政職と同じ 0 千円 0円 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要により、土日

等、勤務を要しない日に出勤した際に支給される手当。支給額

は役職に応じて8,000円～10,000円/回 

一般行政職と同じ 0 千円 0円 

 

 

 


